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一、令和４年度 重点項目の実施報告 

１、施設の小規模化及び家庭的養護の推進と大人との信頼関係の構築に努めました 

 ①これまで本園敷地内において中舎ホームとして使用していた建物（児童棟 A：１F さつきの家、

２F さくらの家）を、令和４年４月１日より小舎ホーム２か所に運用規模を変更し、本体施設

の養育形態の小規模化をさらに前進させました。 

 ②令和元年度から開設計画を進めてきた地域小規模児童養護施設（ひいらぎの家）を同学区内に

おいて新規開設し、地域社会のなかで家庭的な養育を行うことにより、児童の社会的自立が促

進できるよう努めました。 

 ③同学区内において「地域小規模児童養護施設（けやきの家）」を運営し、地域社会の中で家庭的な

養育を実施することにより、児童の社会的自立が促進できるよう努めました。 

④本園敷地内において「小規模グループケア（かえでの家、もみじの家）」を運営し、より家庭的な   

環境の中で、被虐待児童が他者との関係性を回復できるよう努めました。 

 ⑤同学区内において「分園型小規模グループケア（なでしこの家）」を運営し、地域社会の中で家庭

的な養育を実施することにより、児童の社会的自立が促進できるよう努めました。 

⑥被虐待児など心理療法を必要とする児童に対し、常勤の心理士による心理療法を実施し、入所

児童の心のケアに努めました。 

⑦看護師を配置し、身体疾患を抱える児童等に対し、嘱託医等と連携を取りながら医療的ケアの

向上に努めました。 

 

２、「児童の最善の利益」に配慮した自立支援を行いました 

 ①児童の個性を尊重し、部活動や習い事、行事への参加等自らの行為を主体的に選択することが

できる機会の保障に努めました。 

②児童の生育歴や家庭背景、入所までの経過、児童の特性等、できる限りの情報を収集し、児童

の理解に努めました。また、ケースカンファレンスを毎月開催し、入所児童の支援方針や児童

の置かれている状況の適切な理解に努めました。 

③それぞれの児童の意思と発達段階・発達課題に応じた「児童自立支援計画」を作成し、実践し

ました。 

④心理教育プログラム「セカンドステップ」を実施し、入所児童が暴力に頼らず問題を解決する

スキルを身につけることができるよう努めました。 

 ⑤学区内に当園が所有している一軒家「なごみの家」を活用し、高校生等の高年齢児童に対する

自立に向けた生活訓練や、担当職員と担当児童少数で宿泊できる体験を行いました。 

⑥各ホームに設置してある「意見箱」に寄せられた入所児童からの意見に対し、一つひとつを真

摯に受け止めて検証し、必要に応じた対応を行いました。 

⑦園長およびホーム長等による入所児童との面接を実施し、入所児童の意見を汲み取りました。 

 ⑧「苦情解決委員会」を令和５年３月１０日に開催し、第三者委員を交え当園の一年間の苦情対

応に対する報告と検証を行いました。 

 

３、児童への学習支援を行いました 

①就学年齢以上の児童には個人用の学習机を用意し、その他園内設備を活用し受験生等が学習に

集中できる環境整備を行いました。 

②児童の年齢や学年にあわせた学習時間を設定し、学習に対する習慣づけを行いました。 

③社会人・学生ボランティアを活用し、個別対応を必要とする児童に対し学習支援を行いました。 

 ④学習塾を活用し、学力・学習意欲の向上と自信につなげるよう配慮しました。 

 ⑤企業の支援による通塾機会の保障（公文英語）や、ALT（外国語補助教師）による「英語クラ

ブ」を園内において実施し、児童の英語力向上と外国語への興味付けを行いました。 
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４、各種行事と児童への余暇支援を行いました 

 ①園全体で行う行事は開催規模の縮小や実施を見合わせ、新型コロナウイルス感染防止対策を厳

にしたうえで実施可能と判断した園内レクリエーション等を行いました。 

②キャンプ体験行事は実施を見合わせ、新型コロナウイルス感染防止対策を厳にしたうえで実施

可能と判断した園内レクリエーション・園内イベント等を行いました。 

③休日や余暇を利用し、園内での「バレーボールクラブ」を企画実施し、地域の「スポーツ少年

団剣道部・サッカー部」においても意欲的に活動しました。 

 ④新型コロナウイルス感染防止対策を厳にしたうえで、地域の感染状況を見ながら担当職員との

個別外出などを通し、職員と児童とが楽しい時間を共有できる機会を設けるとともに、社会的

自立に向けて多くの体験を積むことが出来るような行事を計画し実施しました。 

 

５、家庭と施設との養育の協働に努めました 

①児童の担当職員・家庭支援専門相談員等を中心に保護者との信頼関係の構築に努め、家庭と児

童との関係構築に努めました。 

②家庭と施設との養育の協働を目指し、児童の保護者等への学校行事や園内行事への参加を可能

な限り促しました。 

③家庭支援専門相談員を配置し、家族の再統合のための連絡調整を行いました。また、児童の担

当職員・家庭支援専門相談員がそれぞれ連携しながら、保護者との信頼関係の構築に努め、実

施可能なケースについては家庭訪問を行いました。 

 ④児童の入所の際には、可能な限り当該児童の保護者の来園を促し、保護者と園の信頼関係の構

築に努めました。 

⑤新規入所児童に対しては、事前の施設見学や一時保護所での面会を実施するなどし、家庭支援

専門相談員を中心に、入所児童の施設入所に対する不安を和らげる取り組みを実施しました。 

 

６、職員の資質向上のための研修を行いました 

①職員の資質向上のための園内自主研修会を開催しました。 

②各団体が主催する研修会に職員を派遣し、援助技術の向上に取り組みました。 

③「岡山県児童養護施設等協議会専門部会」に職員を派遣し各種研究事業を行いました。 

 ④新型コロナウイルス感染症流行拡大を受け、施設機能強化推進費を活用した園内研修会の開催

は見合わせました。 

 

７、各関係機関との連携に努めました 

①対応困難ケースについては個別対応職員・家庭支援専門相談員を中心としながら、各関係機関

と連携し支援を行いました。必要な場合には各関係機関に呼び掛けを行いケースカンファレン

スへの参加を依頼し、対応困難ケースについて様々な角度からの助言を頂き、的確な支援方針

の決定がなされるよう努めました。 

②幼稚園・小学校・中学校については定期的に連絡会を開催し、個別対応職員・家庭支援専門相

談員・各担当職員を中心に学校と施設との連携を図りました。 

③関係機関とのネットワーク会議（調整会議）に「個別対応職員」「家庭支援専門相談員」等を派

遣し、関係機関との連携に努めました。 

④児童精神科医等の医療機関を受診する際、必要がある場合には個別対応職員・心理士・看護師

等も同行し、医療機関との連携を図りました。 

 ⑤医療機関との関わりについては看護師を中心とし、嘱託医との連携を保ちながら実施しました。 

 ⑥里親支援専門相談員を配置し、里親家庭との連携や施設実習の受け入れ等里親委託推進に向け

た活動を行いました。 
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８、職員へのスーパーバイズ体制の確立に努めました 

①主任職員を組織の中核に配置し、施設長を補佐しながら事業計画に基づいた各種業務の遂行と

児童支援にあたる養育現場および各種専門職員等の統括に努めました。 

 ②小規模ケアリーダー職員を配置し、小規模ケアおよび地域小規模児童養護施設それぞれの単位

内で生活する児童の生活指導・学習指導・家庭環境調整等のリーダー業務を行いました。 

 ③地域小規模児童養護施設等バックアップ職員を新規配置し、小規模ケア職員のマネジメントや

スーパーバイズ・メンタルヘルスを行うとともに、日常生活サポートおよび緊急対応等、小規

模ケアの円滑な運営を支援する業務を行いました。 

 ④職員朝礼及び夕礼等の引継ぎ時間を中心とした OJT を実施しました。 

 

９、ボランティアの受け入れと新規開拓に努めました 

①ボランティア受付担当者を中心に、入所児童の状況やニーズに応じた新規ボランティアの開拓・

受け入れを行いました。 

②学生サークルによる「学習ボランティア」を受け入れ、毎週１回程度、小学生を対象とした個

別学習活動を行いました。 

 ③「読み聞かせ」ボランティアを受け入れ、毎月１回程度、小学生以下の児童を対象に、絵本の

読み聞かせ活動を行いました。 

 ④ボランティア団体「ぐるーん」によるボランティアを受け入れ、日中保育児童への絵本の読み

聞かせや手遊びを中心とした活動を行いました。 

 ⑤「ストーリーテリング」ボランティアを受け入れ、毎月１回程度、小学生以下の児童を対象に

集会室でのストーリーテリング活動を行いました。 

 ⑥「少年サポートセンター」ボランティアを受け入れ、各学期に１回程度、児童への余暇支援活

動を行いました。 

⑦習字教室の先生による「習字ボランティア」を受け入れ、児童への習字・硬筆指導を行いまし

た。 

 ⑧理容師等による「散髪奉仕」ボランティアを受け入れ、隔月１回程度、児童への散髪奉仕活動

を行いました。 

 

１０、施設の社会化（地域との交流等の開かれた施設づくり）に努めました 

①広報誌「きらきら」の発行を行いました。 

②ホームページの管理運営を行いました。 

③「若松園まつり」は新型コロナウイルス感染症流行拡大により、開催を見合わせました。 

④地域住民への施設設備（集会室等）の開放を行いました。 

⑤富山学区スポーツ少年団（剣道部・サッカー部）活動に計３名の児童が参加しました。 

⑥「富山地区青少年育成協議会」に理事として職員を派遣し、活動を行いました。 

⑦「富山地区交通安全母の会」に職員を派遣し、活動を行いました。 

⑧富山小学校の PTA 役員として職員を派遣し、活動を行いました。 

⑨富山中学校の PTA 役員として職員を派遣し、活動を行いました。 

⑩富山学区・本村町内会による地域防犯活動への積極的参加を行いました。 

（こども見守り隊活動・夜間パトロール活動） 

 ⑪町内行事への積極的参加を行い、町内住民との交流を図りました。 

（町内盆踊り大会、町内秋祭り、町内清掃活動、富山学区民体育大会 等） 
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令和３年度 実施事業概要図 

 

 

      ↓ 
 

令和４年度 実施事業概要図 
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二、理事会・評議員会の開催状況 

 

 

令和４年度 第１回理事会 

≪令和４年５月２７日（金） 若松園「集会室」にて≫   （１１：００～１２：００） 

議 事  第１号議案  令和３年度事業報告（案） 

      第２号議案  令和３年度決算報告（案） 

      第３号議案  定時評議員会の開催日時及び議案について 

      報告事項   理事長等の職務執行状況報告 

 

 

 

令和４年度 定時評議員会 

≪令和４年６月１５日（水）≫ 

議 事  第１号議案  令和３年度事業報告 

      第２号議案  令和３年度決算の承認 

      報告事項   天皇陛下からの御下賜「御下賜金伝達式」について 

             地域小規模児童養護施設「ひいらぎの家」竣工について 

 

 

 

令和４年度 第２回理事会 

≪令和５年３月２４日（金） 若松園「集会室」にて≫   （１０：００～１２：００） 

 議 事  第１号議案  令和４年度社会福祉施設指導監査結果について 

      第２号議案  本園管理棟屋根瓦の葺き替え工事について［実施済み］ 

      第３号議案  本園児童棟等屋根瓦の葺き替え工事計画について 

第４号議案  令和４年度第一次補正予算（案）について 

第５号議案  令和４年度施設整備等積立金使途及び使用計画について 

第６号議案  令和５年度事業計画（案）について 

第７号議案  令和５年度予算（案）について 

第８号議案  管理規程、給与規程等の一部変更について 

      報告事項   理事長等の職務執行状況報告 

             

 

 
 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業報告書 

 

令和４年度 児童家庭支援センター「どんぐり」 
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令和４年度 児童家庭支援センター「どんぐり」 

事 業 報 告 
 

１、職員構成 

 

セ ン タ ー 長 

 

岩 道 和 恵 

中・高・支援学校教諭免許 

精神保健福祉士 

公 認 心 理 師 

心理担当職員 椎 野 風 香 公 認 心 理 師 

相談支援職員 北 條 直 子 精神保健福祉士 

心理担当職員 

（非 常 勤） 
髙野吉司子 

臨 床 心 理 士 

公 認 心 理 師 

相談支援職員 

（非 常 勤） 
安 藤 薫 中学校教諭免許 

相談支援職員 

（非 常 勤） 
三 木 健 一 中・高教諭免許 

※令和５年３月３１日現在 

 

２、職員の就職・退職状況 

 １、就 職 

令和４年６月１日  相談支援職員   三木 健一 

 

３、実施事業内容 

 １．相談支援に関わる事業 

１）地域・家庭からの相談に応じる事業 

①24時間 電話、メール等で相談支援を実施した 

     ②来所、訪問相談・訪問心理療法・手紙・メール等の援助支援を実施した 

      （これらの支援についは、遊びや学習の仕方、日課表、子どもや家族と関わる際の心

得、表情カードを使用した感情表現、服薬フォロー、受験フォロー、性教育、福祉

サービス導入前等の手続きやそれに伴う家事一般、養育・育児（乳児含む）相談等） 

     ③来所や訪問による心理療法(心理面接、行動観察、プレイセラピー、バウムテスト、描 

画テスト、箱庭療法)を実施した 

     ④相談者のニーズに応じた支援方法を考え、問題解決に向けての支援を実施した 

     ⑤相談内容によっては他機関に繋げ、その後のフォローをした 

     ⑥県外からの相談については、岡山市の要保護児童対策地域協議会や地域こども相談セ

ンター、保健センター等行政に繋げ、情報共有しながら継続支援を実施した 

     ⑦本体施設を退所した子どもの継続支援を実施した 

     ⑧0歳児の養育と、母親の産後うつに対応（虐待防止）した 

     ⑨行政と家庭（保護者）との仲介役をし、特に金銭面等困窮に至らないように支援した 

     ⑩発達障害、知的障害等の障害特性の様態について保護者、関係者（子どもが高齢児の

場合は子ども）に聞き取りしたり、行動観察（保育園や学校での様子を含む）を実施

した後、センター職員がその家庭の文化を尊重しながら困り感に対する対応の仕方に

ついて助言等を実施した 
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     ⑪精神疾患のある保護者への支援を実施した 

     ⑫特定妊婦の相談支援を実施 

     ⑬学校、家庭内の構造化を助言した 

     ⑭医療機関や児童相談所に同行し、医師等の話をさらに噛み砕いて親子に伝えた 

     ⑮緊急対応時には、警察や児童相談所に連絡し、医療機関へ繋げた 

     ⑯親子が他県に引っ越しする際の準備等を実施した（引っ越し先の行政等への問い合わ

せや岡山市から引っ越し先の行政に申し送りをお願いした） 

     ⑰ケース会議を提案し実施した 

 

 

  ２）市町村の求めに応ずる事業 

①ショートステイについては本園と連携しながら受け入れに関与し、子どもの行動観察 

を実施した（記録あり）。 

センター内にてアセスメント後、行政に報告をするとともに今後の支援の在り方等に

ついて必要に応じて関係機関や各種サービスに結び付けた（役割分担）。 

      ②コロナ禍でなかなかショートステイを利用することができず困っている家庭について 

は行政と相談しながらデイサービス（１日預り）を実施した。これにより家庭内の疲 

弊を防止することができた。 

     ③直接保護者に対して子育ての悩みを傾聴し、保護者等の求めに応じた援助を実施した。 

      （家庭環境に応じた助言を実施） 

     ④地域こども相談センターや保健センターと情報共有しながら、支援を実施した。 

     ⑤児童相談所からの依頼で委託に至らないケースの支援を児童相談所と同時進行で実施 

した。 

 

 

  ３）市または児童相談所からの受託による指導（契約上は 12件） 

     ①令和 4年度の委託は、実質 16件受託した。 

     ②緊急対応で夜間訪問や警察対応をしたケースがあった。 

     ③定期訪問を実施、各家庭に応じた対応を実施した。（継続中） 

     ④年間延べ相談件数 730件、対応総時間 617時間。 

     ⑤児童相談所立ち合いの元、親子分離についての話し合いを設け施設入所の手続きまで 

寄り添った。 

 

 

 

  ４）里親等への支援 

     ①今年度は利用者なし 

 

 

 

５）関係機関等との連携・連絡調整に関する報告（計 39回） 

     ①岡山市要保護児童対策地域協議会に参加した。 

     ②岡山市要保護児童対策地域協議会主催のケース会議に参加した。（助言） 

     ③児童相談所、地域こども相談センター、保健センター、医療機関、教育機関、 

福祉関係機関との会議に参加した。（役割分担、情報共有、必要に応じて助言） 

     ④地域こども相談センターとの連携を行った。 

       ※家庭の状況（親子の心情等）を把握し役割分担をしながら支援を実施した 
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４、広報等に関する報告 

  １）富山幼稚園、富山小学校、富山中学校へのリーフレット配布 

  ２）各種関係機関へは岡山市から配布 

  ３）社会福祉法人備作恵済会若松園の広報紙に掲載 

  ４）社会福祉法人備作恵済会若松園のホームページに掲載 

  ５）社会福祉法人備作恵済会若松園の敷地への入り口に看板設置 

 

 

５、その他の事業報告 

１）富山公民館で養育相談等を実施した 

  ２）スマホ教室を実施した 

    ①令和 4 年 6 月 18 日（土）スマホ教室  

・NTT ドコモ 動画視聴 

・当事者（保護者）の体験談を聞く 

    ②令和 4 年 7 月 16 日（土）スマホ教室 

     ・NTT ドコモ e-ネットキャラバン 講演 

  ３）幼児安全法を実施した 

    ①令和 5 年 2 月 26 日（日）幼児安全法 

     ・乳幼児の心肺蘇生法 講習会 

     ・大人の心肺蘇生法 講習会 

 

 

６、研修派遣状況 

※補足資料参照 

 

 

 

７、事業実績報告 

    ※補足資料参照 

 

 

 

□年間の活動を通して感じた事 

  １）３年前からコロナ禍により研修や会議をオンラインで実施。日常業務を行う上で有効であ

ると感じられた 

  ２）アウトリーチを実施することで、家庭内の状況を把握することができるとともに、口頭で

は理解しにくい保護者や子どもに家庭内での生活スタイルを実演して見せることで、改善

されたケースがあった 

  ３）平成 30年度から関わっている家庭について、4年間絶えることなく関わりを持ち続けてき 

    た結果、それぞれの不安はありながらも虐待までには至らず安定した生活を送ることが 

できるようになってきているケースがある 

  ４）訪問による心理療法を実施した結果、家庭内に変化が現れた。訪問心理療法の有意性を感

じた 

５）家庭訪問、来所については、消毒、喚起を徹底し感染予防に努めた 


